
1/8 化管ネット発信：2021/1/7 経産省周知依頼内容 
 
１．令和 3 年度第 1 回の少量新規化学物質の受付期間について  

※例年と異なりますのでご注意ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/information/shinki/R3uketsuken
ittei.pdf 
(1)電子申出：令和 3 年 1 月 13 日（水）～1 月 22 日（金） 
(2)光ディスク申出（郵送のみ）：令和 3 年 1 月 13 日（水）～1 月 22 日（金）※期間内 
必着 
(3)書面申出紙（郵送のみ）：令和 3 年 1 月 13 日（水）～ 1 月 20 日（水）※消印有効 
 
2.光ディスク及び紙による少量新規化学物質申出の際の押印不要について↓ 
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/information/shinki/shoryoshinki
uketsukeR3.pdf 
省令改正により、令和 3 年度第 1 回以降の少量新規化学物質の申出において、申出書 
（様式 9）及び光ディスク提出票（様式 14）の押印は不要となりました。 
なお、既に押印した申出書及び光ディスク提出票を準備している場合は、押印した申出書・ 
光ディスク提出票をご提出いただいても構いません。 
また、申出書等への捨印も不要となりますが、当局による軽微な修正を認める場合は、軽 
微修正承諾書をご提出ください。 
 
3.用途証明書について 
○用途証明書について 
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/information/shinki/youtoshoum
eisyoosirase.pdf 
〇（別添２）用途証明書 ※電子メールにより取得する用途証明書の様式 
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/information/shinki/1911youtosh
omeisyoset-2.docx 
押印等を求めている手続の見直しの一環として、電子メールによる用途証明書(別添 2) 
についても申出の際に添付可能といたしました。 
 


